
特別融資制度推進会議における審査の流れ

１．目的
関係機関が一括して融資・保証審査等の事務を処理することが適切と認められるものを迅速かつ

的確に運営する。

２．構成
市町村、県民局(農業振興課、普及センター)、農業委員会、地域農業再生協議会、基金協会、
農業協同組合、農林中央金庫、公庫、民間金融機関 等

３．対象となる資金
【農協資金】農業近代化資金(認定農業者、集落営農組織、農業参入法人、認定新規就農者等)、

農業経営改善促進資金
【公庫資金】農業経営基盤強化資金、青年等就農資金、スーパーＷ資金(認定農業者が設立した法人)

経営体育成強化資金(集落営農組織、農業参入法人、認定新規就農者等)

４．審査の流れ

融 資 機 関 市 町 村（事務局） 県 民 局 基金協会 その他機関

【３億円以下 等 ※】
［融資機関に委任］

①資金計画の審査
(審査の考え方(別紙１))

②必要に応じて
意見照会

③意見回答

④認定の可否決定

⑤計画認定の報告 ⑥計画の認定通知
(様式３)

（利子補給） （債務保証） （営農指導等）

【３億円超(上記以外)】 ［文書持回り方式］

①資金計画の ②審査依頼(様式１)
認定申請

③審査回答(様式２)

④認定の可否決定
→ ⑥へ

［会議方式］

②会議の開催、③審査、④認定の可否決定 → ⑥へ

※ 必要とする借入額が３億円（法人にあっては１０億円、青年等就農資金の場合は3,700万円（意見書が付されなかった場合等

を除く）以下が対象。人・農地プランに位置付けられた農業者が借り入れる場合は借入額に関わらず全て対象。


